
監 査 報 告 書

公益財団法人伊藤育英会定款第 26条第 1項の規定に基づき、令和 2年度事

業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに関係書類を監査 したところ、

適正に処理 されていることを認めます。

令和 3年 5月 13日

公益財団法人伊藤育英会

監  事

監  事
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